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安心して暮らす村づくり」
（単位：千円）

協議会予算と事業計画

（単位：千円
会費収入

寄付金収入

経常経費補助金収入

共同募金配分金収入

受託金収入

貸付事業収入

受取利息配当金収入

その他の収入

その他の活動収入

前期末支払資金残高

収入合計

4,500

600

43,239

3,320

5,505

30

62

22

6,041

2,696

66,015

（単位：千円）収　入 円）円）円）円）円）円）

収入合計 66,015

・相談業務の充実［無料法律相談、
　心配ごと相談、在宅介護相談等］
・社会福祉協議会広報紙「夢...21」の発刊
・社会福祉協議会ホームページの有効活用

支え合い、一人ひとりがつながる
村づくり《情報収集・発信》

・各種ボランティア教室の開催
・世代間交流事業の推進
・在宅介護者の教室の開催
・南北小学校、中学校との連携強化による
　福祉教育の推進
・子育てボランティアの育成
・ボランティア活動の推進援助

一人ひとりの想いをかたちにする
村づくり《互いに学び育む》

・安全安心むらづくり事業の推進
   (見守りネットワーク「支え合いマップ」等)
・コミュニティサロン（ハナミズキ）事業の
　推進強化(毎週水曜日)
・ふれあい・いきいきサロン事業の推進強化
・小学生見守り事業の実施及び子育てサロン事業
　への援助協力
・であい夢プロジェクト事業の実施
・日常生活自立支援事業及び生活困窮者自立相談
　支援事業への連絡と協力
・寝たきり老人等布団丸洗い事業の実施
・福祉車両の運行管理（車椅子対応車両）
・福祉機器の貸与事業（ギャジベット、車椅子）
・生活福祉資金及び小口生活資金の貸付
・緊急食料提供事業の充実

協働による安全・安心な村づくり
《支援活動の充実》

・民生委員児童委員協議会との連携援助
・安心カード設置事業の推進強化
・しんとう便利電話帳の推進強化
・各種団体との連携調整

つながりが生み出すふれあい豊かな
村づくり《みんなの知恵を絞り出す》

理事会理事会



「一人ひとりが思いやり安
（単位：千円）

（単位：千円）

平成30年度社会福祉協

単位：千円

人件費支出

事業費支出

事務費支出

貸付事業等支出

共同募金配分金事業費

助成金支出

負担金支出

施設整備等支出

その他の活動支出

予備費支出

支出合計

39,029

7,770

3,245

632

4,545

420

48

1,700

8,259

367

66,015

（単位：千円）

特　別　会　計

収入予算額

支出予算額

事業内容

高齢者能力活用センター

31,100

31,100

管理運営

福祉センター

34,080

34,080

管理経営

ふれあい館

78,320

78,320

管理経営

指定管理者制度指定施設

人人件件費費支支出出

事業費支出

（単位：千円）

支　出

助

負

施

そ

予

支

・生活支援体制整備事業の実施
・一人暮らし老人等配食サービスの実施
・一人暮らし老人保養事業の実施
・ミニデイサービス事業の管理運営
・ホームヘルパー（元気高齢者支援）の派遣
・身体障害児者へのデイサービスの提供
・紙おむつ配布事業実施
・高齢者能力活用センター
 （シルバー人材センター）の管理運営

村委託事業

・福祉センター管理運営事業
・しんとう温泉ふれあい館の管理運営事業

指定管理事業

・共同募金活動の推進協力　　
・敬老会の開催（村共催）
・戦没者慰霊祭の開催（村共催）
・遺族靖国神社参拝事業
・社会を明るくする運動の推進協力
・障害児者等を対象とした各種事業の開催
 （教育委員会共催）
・善意銀行の効果的運用
・福祉団体活動の推進援助

地域福祉事業

慰霊祭

評議員会

慰霊祭

評議員会



村内在住で在宅介護されている方に
福祉機器を無償で貸し出しています。

村内在住で在宅介護されているご家族の方に
福祉車両の貸し出しを行っています。

◆貸し出し期限はございません。必要な期間ご使用ください。
　なお、長期入院入所などの場合は一度返却をお願いいたします。

◆ご利用にあたり、入所施設からの通院はご利用できませんのでご注意ください。

※福祉機器の貸し出しは社会福祉協議会の会員様（社協会費納入の方）限定とさせていた
だいております。
社協会費とは、各区区長様のご協力のもと年間１，０００円を徴収させていただいている会費です。

村内在住で在宅介護されている方に
福祉機器を無償で貸し出しています。

必要になった時
ご相談下さい

◆使 用 料…無料
◆ガソリン代…自己負担
◆ご利用回数…原則月2回まで、1回のご利用について2日以内
◆お申込期間…利用される日の1ヶ月前から5日前までにお願い致します。

◆介護保険事業

◆障害者総合支援事業
・居宅介護事業
・生活介護事業

・居宅介護支援事業
・訪問介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業
　（訪問型サービス）
・通所介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業
　（通所型サービス）
・利用者対象外出事業の実施
・介護者リフレッシュ事業の実施

福祉
車両
福祉

福祉
機器
福祉

＊介護用ベッド（手動式タイプ）　＊車椅子（子供用もございます）

介護保険事業

す）す

方に

内

◆介護保

収入の部 支出の部

介護保険事業収入 50,732 人件費支出 42,894

障害福祉サービス
等事業収入 459 事業費支出 8,654

補助事業収入 2,042 事務費支出 1,339

受取利息配当金収入 2 施設整備等支出 1,416

その他収入 40 その他の活動支出 1,657

その他の活動収入 505 予備費支出 1,820

前期末支払資金残高 4,000

収入合計 57,780 支出合計 57,780

（単位：千円）



ご協力ありがとうございました!!

＊賛助・特別会員は村外企業が対象になっております。

・株式会社トミタ商会
・群馬コープ観光株式会社
・株式会社六本木商店
・新光ビルサービス株式会社
・甲鍵セキュリティシステム株式会社
・熊井戸工業株式会社
・平出紙業株式会社
・パナケア真中株式会社
・北群渋川農業協同組合榛東支所

特別会員

＊安全安心むらづくり事業
　・支え合いマップ
　・講習会等開催
＊無料法律相談
＊ふれあい・いきいきサロン

＊母子父子家庭激励旅行
＊障害児者教室
＊慰霊祭

社会福祉協議会費について

・電通システム株式会社
・東京音響株式会社
・青木薬品株式会社
・ソネット株式会社
・松本印刷工業株式会社
・森永群馬乳製品販売株式会社
・北関東衛材株式会社
・有限会社マルオカ
・株式会社シー・アンド・エス
・上武印刷株式会社

　社会福祉協議会とは、社会福祉法に「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と
掲げられているとおり、住民が安心して暮らすことのできる地域づくりを目指し、福祉サ
ービスの向上に取り組む団体です。
　村民皆様より、一般会費としてご協力いただいております年会費１,０００円を下記の事
業にあて、「一人ひとりが思いやり安心して暮らす村づくり」を目標に、今後もより良い事
業を推進していきますのでご協力宜しくお願い申し上げます。

＊敬老会
＊遺族靖国神社参拝事業
＊在宅介護者教室
＊ボランティア教室
＊であい夢プロジェクト事業



中学校体育館において
村内一斉に開催 約209名の参加

　また、児童及び生徒の安心安全を視野に学
校関係者にも周知し、危険箇所や大雪時の通
学路確保についても協議していただきました。
　マップづくりは、防災だけが目的ではなく地
域の関係づくりのツールとして活用していた
だくものです。最後に平成３０年度の事業目標
を話し合い発表していただきました。多くの地
区が前回に引き続き高齢者世帯と通学路の
除雪、声掛けを目標に掲げました。

村内一斉に開催

　

　本事業は、榛東村地域福祉活動計画に記載
されている「地域における要援護者情報の把
握と共有」に基づき、災害時等において支援
を必要とする方・世帯（避難行動要支援者）
を地域全体で見守るネットワーク構築のため
地域支援関係者が一堂に会し地域の詳細情
報を住宅地図に示し、避難行動要支援者を中
心とした総合的な支援体制のマップづくりを
実施し、地域住民による顔の見える関係づくり
（地域力の向上）避難行動要支援者等の福祉
ニーズ把握を目的としています。

！！

　日頃の備えや積雪時の除雪におけるポイントなどを明記した『雪が降
る前に「雪を知り、備え」～みんなで安全な除雪～』というパンフレット
を作成、２月に毎戸配布し、安全な除雪活動への啓発を行っています。

マップづくり及び除雪安全パンフレット作成は、国土交通省国土政策局の
「平成29年度雪処理の担い手の確保・育成のための克雪体制支援調査業務」
の助成を受けて行いました。

日頃の備えや積雪時の除雪に
る前に「雪を知り、備え」～みんなで安全

安全な除雪活動を・・・

中学校体育館においいて

見守りネットワーク事業「住民支え合いマップづくり」

などを明

除雪、声掛けを目

日

安全
明記したた『『雪雪が降
いうパンフレット

た『雪雪が降明記したたしたた

全な除雪活
イントなにおけるポイ

・・
トな

榛東村は豪雪地帯に指定されています

降
ト
降降
ト
降

豪雪地帯とは、冬に大量の積雪がある地域のことで、法律上は豪雪地帯対策
特別措置法に基づき指定された地域を指します。



　地域における様々なボランティア活動が行
われる中、今後も必要な支援を充分に展開し
ていく上で相手への理解と同時に自分への理
解、またコミュニケーションについてもう一度
原点に戻り、その重要性について改めて理解
し、地域や家庭、職場等で活かせる知識・技法
の普及を図り、ボランティアの育成を目的とし
て2月20日と3月8日の二日間に渡り実施し
ました。

　講座は、NPO法人成幸カウンセリング協会
副理事長の大和福江先生を講師に迎え、相手
の話を聞くための「心の準備」や「コミュニケ
ーション力」を高める方法などを学び、参加者
からも「自分を見つめ直し子どもへの接し方
や家庭での自分の役割をもう一度考える機会
に感謝」「カウンセラーと構えていたけれどど
んな人でも日常生活で家族、友人、近所の方
と付き合う上で役に立つと思いました」など
の声をいただきました。

コミュニティサロン「ハナミズキ」コミュニティサロン「ハナミズキ」
　コミュニティサロン事業は、誰もが自由に気軽に参加し、地域社会の中でいきいきと過
ごせることを目的に住民が主体的、自主的に取り組む活動の拠点としています。拠拠点点点ととししててていいまますす。拠拠

　地域における様々なボランティア活動が行行
われる中 今後も必要な支援を充分に展開しし

ボランティア・カウンセラー育成講座
～一家にひとりのカウンセラー～

ロ　ココミミュュニニテテティィササロロンン事事事業業はは、誰誰誰ももががが自自由由由にに気気気軽軽ににに参参加加加しし、地地
にごごせせるるここととをを目目的的的にに住住住民民ががが主主体体体的的、、自自主主主的的にに取取りり組組むむ的 住住住 主 自自主 活活活動動ののの拠拠

　サロンは、誰もが自由に利用でき、お茶飲みや語らい
の場です。行ってみたいけど不安だなと思っている方
家にいるだけで何をしていいかわからない方。ひとりで
悩まずお問い合わせください。

ハナミズキ事務局（榛東村社会福祉協議会）
ＴＥＬ．５５－５２９４

開設日 毎週水曜日（祝祭日休） 時　間 午後1時30分～３時30分
場　所 榛東さいとう医院（旧療養型病棟） 参加費 無料
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相続や金融等法律に関することなら･･･相続や金融等法律に関することな

村民無料
法律相談所
●日　時　毎月第４金曜日
　　　　　午後１時30分～午後４時30分（１人30分）
●場　所　福祉センターささえの家「ボランティア室」
　　　　　（ふれあい館西）
●相談員　群馬弁護士会員　弁護士

相
日　　時 定　員

６月２２日(金) ６名

７月27日(金) 〃

８月24日(金) 〃

９月28日(金) 〃

10月26日(金) 〃

11月22日(木) 〃

12月21日(金) 〃

１月2５日(金) 〃

２月22日(金) 〃

3月22日(金) 〃

＊１回につき６名までの完全予約制となっております。
  必ず電話予約をお願い致します。
　（予約時間は平日午前９時～午後５時まで）

日常生活の心配ごとや悩みごとなら…や悩みごとなら

心配ごと相談所
日常生活の心配ごとや悩みごとなら…

心配ごと相談所
●日　時　毎月第２金曜日　午後１時30分～午後4時
●場　所　福祉センターささえの家「ボランティア室」（ふれあい館西）
●相談員　民生児童委員、人権擁護委員から構成され、相談に応じています。

介護保険事業へのご意見・
ご要望をお聞かせ下さい
　皆様からの声を今後のサービス向上へとつなげてゆきたいと考えています。
　些細な事でも結構ですので、お気付きの点がございましたらお気軽にお寄せ下さい。

村民無料法律相談予定表

◆ホームページ http://www.shinto-shakyo.jp/  ◆Ｅ-mail  yume21@shinto-shakyo.jp


